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◆主催：  広島県・広島県消費者団体連絡協議会 

                             。 

 

平成 28 年 11 月11 日(金) 

  

                

13：３0～16：０0 (開場 13：00) 

入場無料 
定員 200名 
要事前申込み 

 

※締切：11月 7日必着 日 時 

（広島県民文化センター５Ｆ/広島市中区大手町１丁目５－３） 

〇広島県生活協同組合連合会 〇廿日市市消費者協会 

 

講師： 野々山 宏（ののやま ひろし）氏 （弁護士）  

昭和 58年 4月京都弁護士会登録、平成 22年 4月から平成 25年 7月まで独立行政法人国民生活センター理事

長。平成 25年 8月から京都産業大学大学院法務研究科教授、現在に至る。紛争解決の実務や民事、刑事の訴

訟実務に従事。主な著書として『判例から学ぶ消費者法（第 2版）』(民事法研究会 平成 25年)『消費者法講

義（第 4版）』（日本評論社 平成 25年）『コンメンタール消費者契約法（第 2版）』（商事法務 平成 22年）等

多数。 

第 1 部     13： 30  ～  開  会  

第 2 部     14：30 ～  講 演 

消費者団体の活動成果の発表や、講演会を通じて、消費者問題について考える「消

費者のつどい」を開催します。今回は、弁護士で前国民生活センター理事長の野々

山宏氏を講師に迎え、暮らしの中における契約のトラブルやその対処方法などわか

りやすくお話をされます。お誘いあわせのうえ、ふるって御参加ください。 

（申込方法はウラ面をご覧ください） 

サテライトキャンパスひろしま 大講義室  

 

場 所 

 

かしコイ先生 

 

日時 

場所 

※定員になり次第、締め

切らせていただきます。 

13：40 ～   消費者団体による活動報告 

（広島県消費者啓発キャラクター） 

【プロフィール】 


